
第１弾

引
き
続
き
緊
急
経
済
対
策
を

　

今
後
も
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
を

き
め
細
や
か
に
支
援
す
る
た
め
、

緊
急
経
済
対
策
と
な
る
補
正
予

算
案
を
今
月
開
会
の
議
会
に
提

案
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

必
要
な
支
援
策
を
必
要
な
時

期
に
実
施
で
き
る
よ
う
引
き
続

き
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
と

相
談
窓
口
を
開
設

　
「
特
別
定
額
給
付
金
」
を
は
じ

め
、
市
民
の
皆
様
や
中
小
企
業
、

個
人
事
業
主
の
皆
様
へ
の
支
援
な

ど
に
つ
い
て
の
相
談
窓
口
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

❶
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎︎
６
９‐２
１
３
３

　

６
３‐４
５
５
４

❷
相
談
窓
口

●
生
活
支
援
等
に
関
す
る
相
談

　
　
市
役
所
別
館
１
階

●
特
別
定
額
給
付
金
に
関
す
る

　
相
談

　
　
市
役
所
別
館
２
階

※ 

感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
で
き
る

限
り
電
話
で
の
相
談
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

相
談
時
間

❶
❷
と
も
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

（
平
日
及
び
土
日
祝
日
）

1子育てなどに関する悩み　相談時間�：�９時～17時
●水口子育て支援センター ☎65-5511（日・祝休み）
●土山子育て支援センター ☎66-0375（土・日・祝休み）
●甲賀子育て支援セター ☎70-0074（日・月・祝休み）
●甲南子育て支援センター ☎86-0949（土・日・祝休み）
●信楽子育て支援センター ☎82-2799（日・月・祝休み）

2家庭児童相談　相談時間�：�平日９時～17時
●子育て政策課家庭児童相談室　☎６９-２１７７
※児童虐待かもと思ったら児童相談所虐待対応ダイヤル
相談時間：24時間対応　☎１８9（いちはやく）

（お近くの児童相談所につながります）

3配偶者や恋人から暴力を受けているとき（ＤＶ）
●ＤＶ相談ナビダイヤル　☎０570-0-55210（ここにでんわ）
●ＤＶ相談プラス（24時間受付）　☎０１２０-２７９-８８９（つなぐ・はやく）

4 �母子家庭や父子家庭、寡婦の方から
　の相談
　相談時間�：�平日９時15分～16時

●子育て政策課　☎６９-２１７６

5 �感染への不安や生活の中での
　�ストレスなど心の健康

●滋賀県立精神保健福祉センター
　相談時間�：�平日９時～16時
　☎０７７-５６７-５０１０

　
感
染
症
対
策
の
た
め
に
マ
ス
ク

を
着
用
す
る
機
会
が
増
え
る
こ

と
か
ら
、気
温
が
上
昇
し
て
い
く

こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、昨
年
以
上

に
熱
中
症
へ
の
対
策
が
必
要
で
す
。

　

特
に
高
齢
者
の
方
は
、
運
動

不
足
に
よ
り
体
力
が
落
ち
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
十
分
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

熱
中
症
対
策
の
ポ
イ
ン
ト��

自
宅
で
は
風
通
し
の
良
い
服

装
や
、冷
房
も
効
果
的
に
使
用

す
る
な
ど
、涼
し
い
環
境
を
つ

く
り
ま
し
ょ
う
。

自
身
が
水
分
を
欲
す
る
前

に
、早
め
に
水
分
補
給
を
し
ま

し
ょ
う
。

マ
ス
ク
着
用
時
の
対
策��

少
し
で
も
疲
れ
を
感
じ
た
ら

い
つ
も
よ
り
早
め
に
休
憩
し

水
分
を
補
給
し
ま
し
ょ
う
。

１
ま
ず
は
お
住
ま
い
地
域
の
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
見
て
、家
が

あ
る
場
所
に
色
が
塗
ら
れ
て

い
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

２
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、

感
染
回
避
は
大
切
で
す
が
、

ま
ず
は
迷
わ
ず
自
分
の
命
を

守
る
行
動
を
！

3
避
難
は「
難
」を「
避
け
る
」こ
と

で
あ
り
、自
宅
や
知
人
・
親
戚

宅
で
安
全
確
保
で
き
る
方
は
、

在
宅
避
難
を
し
て
く
だ
さ
い
。

4
避
難
場
所
に
行
く
際
は
、
非

常
用
持
ち
出
し
品
に
、
マ
ス

ク
、
除
菌
シ
ー
ト
や
消
毒
剤
、

体
温
計
、
ス
リ
ッ
パ
な
ど
を

加
え
て
く
だ
さ
い
。

●
危
機
管
理
課

　
　
☎︎
６
９‐２
１
０
３

　
　

６
３‐４
６
１
９

※その他支援策については、市ホームページ（特設サイト）で 
　ご確認ください。

今
年
は
特
に

今
年
は
特
に

熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！

熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！

感
染
症
を
予
防
し
つ
つ
、

感
染
症
を
予
防
し
つ
つ
、

台
風
や
豪
雨
に
よ
る
水
害
や

台
風
や
豪
雨
に
よ
る
水
害
や

土
砂
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

土
砂
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

一二

　以下のうちひとつでも該当する場合
には、すぐに相談しましょう。

（１）息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ
（倦怠感）、高熱等の強い症状のい
ずれかがある場合

（２）高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器
疾患等があり、重症化しやすい方で、
発熱やせきなどの比較的軽い症状
がある場合

（３）上記以外の方で発熱やせきなどの
比較的軽い風邪症状が続く場合

●帰国者・接触者相談センター
　（毎日２４時間対応）
　☎0７７-５２８-３６２１

●その他新型コロナウイルス感染症に
　関する相談（滋賀県一般電話相談窓口）
　☎０７７-５２８-３６３７（毎日８：３０～１７：１５）

～子育て世帯臨時特別給付金・
� 甲賀市子育て世帯臨時特別給付金～
　児童手当受給者を対象とした国からの児童１人あたり１万
円に加え、市から、さらに児童一人あたり１万円を上乗せして
支給します。（合計２万円） 
　詳しくはお問い合わせください。

～国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方へ～
　感染（感染が疑われる場合も含む）したことにより、労務に服
することができず、事業主から給与等の全部または一部を受
けとれない場合に「傷病手当金」を支給します。
　詳しくはお問い合わせください。

～休業や失業により生活資金に
� お困りの方へ～
　収入が減った場合や住居を失う恐れがあ
る場合など、緊急貸付や住居費への給付金
があります。

（１）緊急小口資金（貸付）
（２）総合支援資金（貸付）
（３）住居確保給付金（給付）
　詳しくはお問い合わせください。

子育て世帯の方に市から１万円を支援 緊急貸付、住居確保給付金があります

新型コロナウイルス感染症による療養で
会社等を休んだ場合に傷病手当金を支給

子育て政策課　☎６９‐２１７６　FAX６９‐２２９８問合せ

●（１）（２）に関すること
　甲賀市社会福祉協議会　☎６２‐８０８５
●（３）、お金や仕事のことなど生活上の悩みに 

ついて、解決に向けた支援に関すること
　生活支援課　☎６９‐２１５８　FAX６３‐４０８５

問合せ

●①～③に関すること 市コールセンター ☎６９‐２１３３
●④に関すること 滋賀県緊急事態措置コールセンター ☎０７７‐５２８‐１３４４問合せ

保険年金課　☎６９‐２１４０、２１４２　FAX６３‐４６１８問合せ

～新たな業態による事業継続支援事業～
【支援額】�１事業者あたり月額最大10万円（３か月が上限）
●対象 ： 市内に本店がある事業者で２月以降の売上高が

前年同月に対して20％以上減少した場合
　※宿泊業、飲食サービス業
　市内のテイクアウト・デリバリーを紹介するWEBサイト
も開設しています。

テイクアウトやデリバリーに取り組む
飲食事業を支援

3

～個人事業主支援金～
【支援額】�最大５万円（貸付額の４分の１）

��個人向け緊急小口資金の貸付を受けた
個人事業主に支援金を支給

1

～滋賀県新型コロナウイルス感染拡大防止
� 臨時支援金に上乗せ～
●対象 ： 滋賀県の休業要請（４月25日～５月６日まで

の期間）に協力された中小企業または個人事業主等
【市上乗せ金額】�一律５万円

市のサポート市のサポート

県の臨時支援金に上乗せ4

～小規模事業者固定費支援事業～
【支援額】�1店舗あたり最大20万円
　　　　�（２か月相当分）
●対象 ： 市内に本店がある事業者で２月以降の売

上高が前年同月に対して20％以上減少した場合
　※業種指定なし

店舗等の賃借料の固定費を補助2

相談時の目安が新しくなりました

　

感
染
症
に
対
す
る
知
識
や
理
解
の
不

足
か
ら
、日
常
生
活
、職
場
、医
療
現
場
な

ど
社
会
の
様
々
な
場
面
で
差
別
や
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
人
権
問
題
が
発

生
し
て
い
ま
す
。感
染
者
が
出
た
学
校・

職
場
な
ど
へ
言
い
が
か
り
や
嫌
が
ら
せ

の
電
話
が
あ
る
な
ど
、言
わ
れ
な
き
差
別
、

偏
見
の
事
例
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、市
へ
も「
県
外
ナ
ン
バ
ー
の
車
が

止
ま
っ
て
い
る
。何
と
か
な
ら
な
い
か
」な

ど
不
安
や
心
配
か
ら
、相
談
や
苦
情
が
連

日
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。落
ち
着
い
て
考

え
て
み
る
と
、県
外
ナ
ン
バ
ー
で
あ
っ
て

も
所
有
者
が
市
内
に
居
住
し
、主
に
市
内

で
の
生
活
に
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。目
に
見
え
な
い
ウ
イ
ル
ス
へ

の
不
安・心
配
を
見
え
る
物
や
人
に
ぶ
つ

け
て
い
な
い
か
、そ
れ
よ
り
も
感
染
し
た

人
や
そ
の
周
り
の
人
へ
の
い
た
わ
り
の
気

持
ち
、こ
の
事
態
に
対
応
し
て
い
る
人
た

ち
の
こ
と
も
考
え
る
こ
と
が
大
切
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。誤
っ
た
情
報
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
書
き
込
み
、プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

　
正
し
い
知
識
を
持
ち
、こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
冷
静
な
判
断
と
行
動
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

●
問
合
せ �

　
人
権
推
進
課　
人
権
教
育
室

　
☎︎
６
９‐２
１
５
０

　

６
３‐４
５
５
４

『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
』

を
正
し
く
理
解
し
ま
し
ょ
う
！

　
～
も
っ
と
ゆ
た
か
に

�

人
権
保
障
の
取
り
組
み
～

特設サイトはこちら ▼一人で抱え込まず一人で抱え込まず
気軽にご相談ください気軽にご相談ください

　外出自粛や休業要請が長期に及んだことで、子どもも大人も大きな 
ストレスを抱え込んでいるのではないでしょうか。一人で抱え込まず、
誰かに話せば少し楽になるかもしれません。どうぞ気軽にご相談ください。
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